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監査結果に基づく部門別の措置または対応状況（公表） 

１ 定期監査 

  ・健康福祉部  ····························································· 【 指摘事項 P11 ～ 16  ・ 意見 P17 ～ 43 】  

健康福祉課・臨時福祉給付金室  保護課  介護・高齢福祉課  障害福祉課  健康づくり課・三重北勢健康増進センター   

保険年金課・保険料収納室  保健予防課  衛生指導課  食品衛生検査所 

・環境部  ································································· 【 指摘事項 P44 ～ 48  ・ 意見 P49 ～ 60 】 

環境保全課  四日市公害と環境未来館 

生活環境課・廃棄物対策室・北部清掃事業所・南部清掃事業所・北大谷斎場 

・市立四日市病院  ························································· 【 指摘事項 P61     ・ 意見 P62 ～ 69 】 

   総務課  施設課  医事課 

・財政経営部  ····························································· 【 指摘事項 P70 ～ 71 ・ 意見 P72 ～ 98 】 

財政経営課  管財課・総合会館  市民税課  資産税課  収納推進課 

・都市整備部  ····························································· 【 指摘事項 P99 ～ 105  ・ 意見 P106 ～ 144 】 

  都市計画課・公共交通推進室  建築指導課  開発審査課  道路整備課  市街地整備・公園課  河川排水課 

  道路管理課  用地課  営繕工務課  市営住宅課 

・教育委員会  ····························································· 【 指摘事項 P145 ～ 150  ・ 意見 P151 ～ 224 】 

   教育総務課  教育施設課  社会教育課  スポーツ課  国体推進課  図書館  博物館  学校教育課 

  人権・同和教育課  指導課   教育支援課 

 



・市民文化部  ····························································· 【 指摘事項 P225 ～ 227 ・ 意見 P228 ～ 232 】 

  地区市民センター（６センター） 

・こども未来部  ··························································· 【 指摘事項 P233 ～ 235  ・ 意見  P236 ～ 246 】 

   保育園（６園）  幼稚園（６園） 

・教育委員会  ····························································· 【 指摘事項 P247 ～ 250  ・ 意見  P251 ～ 258 】 

     小学校（１０校）  中学校（５校） 

 

２ 出資団体監査 

・四日市あすなろう鉄道株式会社（都市整備部都市計画課・公共交通推進室） ····· 【 指摘事項 なし        ・  意見  P259 ～ 262 】 

 

３ 財政援助団体監査 

・四日市サイクル・スポーツ・フェスティバル実行委員会 

（商工農水部観光・シティプロモーション課） ······························· 【 指摘事項 P263       ・ 意見  P264 ～ 267 】 

・天カ須賀連合自治会、ときわ五丁目自治会（市民文化部市民生活課） ··········· 【 指摘事項  P268      ・ 意見  P269 ～ 271 】 

 

４ 公の施設の指定管理者監査 

  ・四日市市すわ公園交流館 

（アクティオ株式会社、商工農水部商工課） ··························· 【 指摘事項 P272 ～ 273 ・ 意見 P274 ～ 276 】 

・四日市市障害者自立支援施設 共栄作業所 

（社会福祉法人四日市市社会福祉協議会、健康福祉部障害福祉課） ······· 【 指摘事項 P277 ～ 278 ・ 意見 P279 ～ 282 】 

 

５ 随時監査（工事監査） 

・（仮称）南部消防分署整備事業工事（建築工事）（都市整備部営繕工務課） ······· 【 指摘事項 なし     ・ 意見  P283 ～ 284 】 

・四日市あすなろう鉄道線 停車場設備（西日野駅）ホーム改修及び駅舎修繕工事 

（都市整備部都市計画課・公共交通推進室） ································· 【 指摘事項 なし     ・ 意見  P285 ～ 286 】 



６ 行政監査 （テーマ：許認可等の事務について） 

  ・財政経営部市民税課 （臨時運行の許可） ··································· 【 指摘事項 なし      ・  意見  P287        】 

  ・市民文化部男女共同参画課 （男女共同参画センター施設使用許可） ··········· 【 指摘事項 なし      ・  意見  P288        】 

  ・健康福祉部介護・高齢福祉課 

 （要介護・要支援認定、高額介護サービス費の支給） ························· 【 指摘事項 P289 ～ 290 ・ 意見 P291 ～ 292 】 

  ・健康福祉部保険年金課 （国民健康保険被保険者証の交付） ··················· 【 指摘事項 P293       ・  意見  P294        】 

    ・こども未来部こども保健福祉課 （児童扶養手当の受給資格の認定） ··········· 【 指摘事項 P295       ・  意見  P296       】 

  ・こども未来部保育幼稚園課 （幼稚園保育料の減免） ························· 【 指摘事項 P297      ・  意見  P298 ～ 299 】 

  ・商工農水部農水振興課 （鳥獣の捕獲等の許可） ····························· 【 指摘事項 P300      ・  意見  P301 ～ 302 】 

  ・環境部生活環境課 （廃棄物処理手数料の減免） ····························· 【 指摘事項 なし      ・  意見  P303 ～ 304 】 

  ・都市整備部建築指導課 （長期優良住宅建築等計画の認定） ··················· 【 指摘事項 なし      ・  意見  P305 ～ 306 】 

    ・都市整備部道路管理課 （特殊車両通行許可） ······························· 【 指摘事項 P307     ・  意見  P308      】 

・消防本部予防保安課 （危険物施設設置等の許可） ··························· 【 指摘事項 なし     ・  意見  P309    】 

  ・上下水道局お客様センター （給水工事の承認） ····························· 【 指摘事項 P310      ・  意見  P311 ～ 312 】 

  ・教育委員会スポーツ課 （小中学校施設開放の許可） ························· 【 指摘事項 なし       ・  意見  P313        】 

  ・農業委員会事務局 （農地等の権利移動の許可） ····························· 【 指摘事項 P314      ・  意見  P315    】 
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平成２８年度監査結果に基づく措置または対応状況の概要

１ 公表の内容 
 平成２８年度定期監査、出資団体監査、財政援助団体監査、公の施設の指定管理者監査、随時監査（工事監査）及び行政監査の結果に基づい 

て、各部局が取り組んだ状況（講じた措置または対応状況）について公表する。 
  
２ 公表の根拠 
 地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項、第５項及び第７項の規定に基づき平成２８年度に実施した監査の結果、同条第９項及び第 
１０項の規定により提出した監査結果報告に基づき、各部局において講じた措置または対応状況が監査委員に通知されたので、同条第１２項 
の規定に基づき公表するものである。 
  
３ 取組みの状況 
 【報告を受けて】 
   措置状況等の報告によると、指摘事項に対しては「措置済」が１００％となり、意見に対しては「措置済」が６０．５％、「継続努力」が 
  ３７．６％、「検討中」が１．９％となっている。「措置済」と「継続努力」の報告がほぼ全てを占め、各部局が監査結果に基づいて 
 取り組んだことがうかがえる。しかし、「措置済」が６０％程度にとどまっており、更に取り組むことが求められる。 
  今後において、「措置済」はその状態を継続し、「継続努力」は報告時点から一層の改善や向上が図られるよう要望する。また、 
  市職員として、常に改善への意識を持ち、市民の信頼につなげるための具体的な取組みに努められたい。 
  報告の中には、多くの所属において共通した課題となっているものがある。これらを参考とし、それぞれの所属においても改善点を 
  見出し、自発的な取組みに生かすよう要望する。 
 
（１）定期監査に係るもの 
  監査委員の指摘事項１９３件について「措置済」が１９３件（100％）となっている。また、監査委員の意見６６５件について、 
 「措置済」が３７３件(56.1％)、「継続努力」が２７８件(41.8％)、「検討中」が１４件(3.8％)となっている。 
  各部局における取組みの状況は、次のとおりである。 
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定期監査の結果に基づく対応状況の部局別件数及び比率

監査結果

部局名 所属数 件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘事項 34 34 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 91 62 68.1% 29 31.9% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 27 27 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 48 31 64.6% 15 31.3% 2 4.2% 0 0.0%

指摘事項 3 3 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 27 14 51.9% 13 48.1% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 5 5 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 58 24 41.4% 33 56.9% 1 1.7% 0 0.0%

指摘事項 39 39 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 122 58 47.5% 62 50.8% 2 1.6% 0 0.0%

指摘事項 34 34 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 216 115 53.2% 92 42.6% 9 4.2% 0 0.0%

指摘事項 17 17 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 23 20 87.0% 3 13.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 12 12 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 46 27 58.7% 19 41.3% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 22 22 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 34 22 64.7% 12 35.3% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 193 193 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見合計 665 373 56.1% 278 41.8% 14 2.1% 0 0.0%

※　比率（％）は、各係数の小数点第２位を四捨五入した。従って、構成比において内訳の計と合計が一致しない場合がある。

地区市民センター 6 H28.10.24

小学校･中学校

教育委員会 11 H28.11.8～H28.11.16

15 H28.11.1～H28.11.4

保育園・幼稚園 12 H28.10.26～H28.10.28

10 H28.8.3～H28.8.23

市立四日市病院 3 H28.7.8

財政経営部 5 H28.7.27～H28.7.29

都市整備部

未措置

健康福祉部 9 H28.4.26～H28.5.13

環境部 3 H28.6.7～H28.6.8

監査対象
監査実施時期 区分

措置済 継続努力 検討中
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措置済 
100.0% 

検討中 
0.0% 

未措置 
0.0% 

指摘事項に基づく対応状況 

措置済 検討中 未措置 

措置済 
56.1% 

継続努力 
41.8% 

検討中 
2.1% 

未措置 
0.0% 

意見に基づく対応状況 

措置済 継続努力 検討中 未措置 
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（２）出資団体監査に係るもの

監査結果

件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘事項 0 0 － － － 0 － 0 －

意見 11 11 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 0 0 - － － 0 - 0 -

意見合計 11 11 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

（３）財政援助団体監査に係るもの

監査結果

件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘事項 2 2 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 10 8 80.0% 2 20.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 2 2 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 11 10 90.9% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 4 4 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見合計 21 18 85.7% 3 14.3% 0 0.0% 0 0.0%

四日市あすなろう鉄道株式会社
（都市整備部都市計画課
　公共交通推進室）

四日市サイクル・スポーツ・
フェスティバル実行委員会
（商工農水部観光・
　シティプロモーション課）

天カ須賀連合自治会、
ときわ五丁目自治会
（市民文化部市民生活課）

未措置

H29.1.20

H29.1.20

区分
措置済 継続努力 検討中

監査対象 監査実施時期

未措置

H29.1.12

監査対象 監査実施時期 区分
措置済 継続努力 検討中
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（４）公の施設の指定管理者監査に係るもの

監査結果

件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘事項 10 10 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 10 10 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 7 7 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 13 12 92.3% 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 17 17 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見合計 23 22 95.7% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0%

（５）随時監査（工事監査）に係るもの

監査結果

件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘事項 0 0 － － － 0 － 0 －

意見 16 16 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 0 0 － － － 0 － 0 －

意見 10 10 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 0 0 － － － 0 － 0 －

意見合計 26 26 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

H29.1.24

監査対象 監査実施時期

四日市市障害者自立支援施設
共栄作業所
（社会福祉法人四日市市社会福祉
協議会・健康福祉部障害福祉課）

H29.1.25～H29.1.27

H29.1.25～H29.1.27

未措置

H29.1.24

監査対象 監査実施時期 区分
措置済 継続努力 検討中

四日市市すわ公園交流館
（アクティオ株式会社・
　商工農水部商工課）

区分
措置済 検討中 未措置継続努力

（仮称）南部消防分署整備事業工
事（建築工事）
（都市整備部営繕工務課）

四日市あすなろう鉄道線停車場設
備（西日野駅）ホーム改修及び駅
舎修繕工事
（都市整備部都市計画課
　公共交通推進室）
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（６）行政監査（「許認可等の事務について」）に係るもの

監査結果

件数 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

指摘事項 0 0 － － － 0 － 0 －

意見 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 0 0 － － － 0 － 0 －

意見 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 7 7 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 4 3 75.0% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 1 1 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 1 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 0 0 - － － 0 - 0 -

意見 0 0 - 0 - 0 - 0 -

指摘事項 1 1 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 5 5 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 3 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 1 1 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 3 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

H29.2.2

H29.2.2
臨時運行の許可
（財政経営部市民税課）

男女共同参画センター施設
使用許可
（市民文化部男女共同参画課）

区分監査実施時期監査対象
検討中 未措置措置済 継続努力

鳥獣の捕獲等の許可
（商工農水部農水振興課）

H29.2.2

要介護・要支援認定
高額介護サービス費の支給
（健康福祉部介護・高齢福祉課）

H29.2.2

国民健康保険被保険者証の交付
（健康福祉部保険年金課）

H29.2.2

飲食店営業等の許可
（健康福祉部衛生指導課）

H29.2.2

児童扶養手当の受給資格の認定
（こども未来部
　こども保健福祉課）

H29.2.2

幼稚園保育料の減免
（こども未来部保育幼稚園課）

H29.2.2
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指摘事項 0 0 － － － 0 － 0 －

意見 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 0 0 - － － 0 - 0 -

意見 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 0 0 - － － 0 - 0 -

意見 0 0 - 0 - 0 - 0 -

指摘事項 1 1 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 3 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 0 0 - － － 0 - 0 -

意見 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 1 1 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 3 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 0 0 - － － 0 - 0 -

意見 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘事項 1 1 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

指摘合計 18 18 100.0% － － 0 0.0% 0 0.0%

意見合計 6 5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 0 0.0%

H29.2.2

H29.2.2

H29.2.2

廃棄物処理手数料の減免
（環境部生活環境課）

長期優良住宅建築等計画の認定
（都市整備部建築指導課）

農地等の権利移動の許可
（農業委員会事務局）

市街化調整区域建築許可
（都市整備部開発審査課）

H29.2.2

特殊車両通行許可
（都市整備部道路管理課）

H29.2.2

危険物施設設置等の許可
（消防本部予防保安課）

H29.2.2

給水工事の承認
（上下水道局お客様センター）

H29.2.2

小中学校施設開放の許可
（教育委員会スポーツ課）

H29.2.2
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監査結果の指摘事項と意見の区分基準 

項 目 指  摘  事  項 意     見 

指摘事項と意見

の区分基準 

・事務処理が規定に基づいていないなど、事務処理に不備がある

もの 

・要綱や契約書等の内容、それに基づく事務手続き等に不備が 

あるもの 

・予算科目等を誤って収入又は支出しているもの 

・予算執行において適正性を欠くもの 

・その他事務処理、事務手続き等において是正措置が必要なもの 

・事務処理等のより適正化を図るため、さらに改善努力を求める

もの 

・事務事業をより効率的にするため、さらに改善努力を求める 

もの 

・指摘事項ではないが改善方法等の検討を求めるもの 

・その他施策への要望事項 

指摘事項と意見

の区分 

 

事務処理が規定に基づいていないなど、事務処理等に不備があり、

是正を必要とするもの 

改善事項 要望事項 

指摘事項ではないが、事務手続

き等について改善を求めるもの 

事務処理等のより適正化を図る

ため、さらに努力を求めるもの 

事務事業をより効率的にするた

め、さらに努力を求めるもの 

その他要望事項等 

 
措置を講じたときの報告及び公表の基準 

項 目 指  摘  事  項 
意     見 

改善事項 要望事項 

措置報告の有無 
必  要 必   要 

措置報告の時期 結果通知から３か月後に「措置済」「検討中」「未措置」に分類し

その対応状況を報告すること。  

結果通知から６か月後に「措置済」「継続努力」「検討中」「未措置」

に分類しその対応状況を報告すること。  

措置済み以外の

対応状況の報告 

報告が「検討中」「未措置」のものについては、報告後３か月経過

時点で、その対応状況を再報告すること。 

報告が「継続努力」「検討中」「未措置」のものについては、報告

後６か月経過時点で、その対応状況を再報告すること。 

公表など 報告を適宜集約し対応状況を監査委員に報告する。 

最初の報告及び措置済時にはすべて公表し、本市ホームページに

掲載する。 

報告を適宜集約し対応状況を監査委員に報告する。 

最初の報告はすべて公表し、本市ホームページに掲載する。 

 



 

 

- 10 - 

- 10 - 

 

 

 

   監査結果公表第１号 

  

 

監査結果に基づく措置状況等の公表について 

 

 

地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、定期監査等の監査結果に基づいて講じた措置等の通知があったので、 

その通知に係る事項について別添のとおり公表する。 

 

 

            平成３１年 １月１０日 

 

 

                                            四日市市監査委員  加  藤    光 

                                            同         廣  田  正  文                                           

                                            同         笹 岡 秀 太 郎 

同         山 口 智 也 


